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最高裁秘書第2242号

令和4年7月20日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長堀田 眞

司法行政文書開示通知書

6月24日付け（同月28日受付、第040246号）で申出のありました司法

行政文書の開示について、下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記 ’

1 開示する司法行政文書の名称等

既済事件一覧表（片面で7枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には、個人識別情報（当事者の氏名等） 、公にすることにより法人等

の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報（法人等の名

称等）及び公にすることにより裁判事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

る情報が記載されており、 これらの情報は、行政機関情報公開法第5条第1号、

第2号イ及び第6号に定める不開示情報に相当することから、 これらの情報が記

載されている部分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文耆室） 電話03 （4233） 5240 （直通）



日付：令和4年6月29日

ページ： 1/7
既済事件一覧表 集計期間 令和4年5月1日～ 令和4年5月31日

番号 、 法廷 主任裁判官主任鯛査官 事件番号

1第3小法廷|林道晴 中嶌諏訪令3年(受)第931号
」－

2第3小法廷|林道晴中嶌諏訪令3年(受)第932号
3第3小法廷|宇賀克也 高橋祐喜令3年(受)第1615号

4第3小法廷林道晴 高橋祐喜令3年(受)第1707号

5第3小法廷宇賀克也高橋祐喜 ｜令3年(受)第1759号

6第3小法廷長嶺安政 中嶌諏訪 ｜令3年(受)第1761号

7第3小法廷|宇賀克也能登謙太郎令3年(受)第1779号一一

8第3小法廷林道晴 高橋祐喜令3年(受)第1802号

9第3小法廷宇賀克也能登謙太郎令3年(受)第1930号

10第3小法廷|宇賀克也船所寛生令3年(受)第1967号

11第3小法廷林道晴 一藤哲志 令4年(受)第234号

’2第3小法廷林道晴 和久＝彦|令4年(受)第322号
13第3小法廷|林道晴 能登謙太郎令4年(受)第417号

第3小法廷林道暗

第3小法廷宇賀克也

第3小法廷|宇賀克也

第3小法廷林道晴

船所寛生

一藤哲志

第3小法廷林道晴 和久－彦

第3小法廷i林道晴 能登謙太郎

吃一個

備考上告人 被上告人 上告受理終局日

IR4･5･10

終局区分 憲法少数

不受理 一 ｜□□

不受理 ｜□□

不受理 ｜□□

－

□

R4･5．10 不受理

R4･5｡10 1不受理
R4.5.10 1不受理不受理R4．5．10 ｜□■

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

R4．5．10

R4･5．10

R4．5．10

｜｜■

口
一
一
■

’ □
□

口

I

□
｜
□
｜
□

』

R4.5.10 1不受理
□｜□｜
□|□’不受理

不受理

R4．5．10

R4･5･10 ■ □

不受理R4．5．10

R4．5．10R4.5･10

■ ■

’

第3小法廷i渡邉惠理子本條裕

第3小法廷宇賀克也鷹野旭

第3小法廷長嶺安政熊谷大輔

第1小法廷安浪亮介野中伸子

第1小法廷|山口厚 能登謙太郎
』

第1小法廷安浪亮介神谷厚毅

第,小法廷|岡正晶 中嶌諏訪

宇賀克也鷹野旭

長嶺安政熊谷大輔

神奈川県

一
脚
一
幅
媚
打
一
把
澗
一
ｍ

1不受理
R4･5．10 不受理

□｜□

亘恒
□｜□
百｢百

令4年(受)第444号 不受理

不受理

R4．5．10

R4･5・10号
号
８
１
０
４
５
５
第
第

、
１
Ｊ
〃
〆
、
１
Ｊ
”

受
受
く
く
年
年
４
４

《
わ
・
・
今
洞 R4．5．10 不受理R4．5．10 ロ

ー
□

□

令3年(受)第1578号 R4．5･12 1不受理 ■

令3年(受)第1981号 R4．5．12･ 不受理 口
一
□

□

号
号
０
２
３
６
０
０

２
－
２

捨
弟
捨
弟

ｊ
ｊ
受
受
く
く
年
年
３
３

今
洞
〈
わ

□
ー

不受理

不受理

R4．5．12

R4．5．12 □
｜
□
｜
□

■’

口

斗

口
一
□
□

第1小法廷i深山卓也

第1小法廷|安浪亮介第1小法廷|安浪亮介

－藤哲志 ｜令4年(受)第17号

能登謙太郎令4年(受)第79号能登

21 不受理

不受理

R4-5･12

－－

R4．5．12

－－

第1小法廷|堺徹 川崎

｜

浬
翠
一
塑
西

一百一
一

□□

□□

令4年(受)第329号直也 不受理

不受理

不受理

R4．5．12

R4．5．12

R4．5．12

第1小法廷

第1小法廷

能登謙太郎|令4年(受)第334号

松永智史 ｜令4年(受)第45'号

岡正晶

堺徹
■■■■I■■■■ －

沖縄県

独立行政法人地域医療
機能推進機構



日付：令和4年6月29日

ページ： 2/7
既済事件一覧表 集計期間 令和4年5月1日～ 令和4年5月31日

番号 法廷可.主任裁判官

26 1第1小法廷山口厚

27第1小法廷安浪亮介

28 1第1小法廷山口厚

"i第1小法廷|安浪亮介

30 第1小法廷|山口厚
31 第2小法廷三浦守
32第2小法廷三浦守

33第2小法廷岡村和美

34第2小法廷草野耕一

35第2小法廷'三浦守
36第2小法廷岡村和美

1－

37第2小法廷|菅野博之

38第2小法廷岡村和美

39第2小法廷三浦守

40第2小法廷岡村和美

41第2小法廷三浦守

42第2小法廷草野耕一

43第2小法廷菅野博之

44第2小法廷菅野博之

’ 45第2小法廷草野耕一

46第2小法廷三浦守

47第2小法廷草野 覇二

48第2小法廷三浦守

49第2小法廷草野耕一

|一雨第2小法廷三浦守

第2小法廷i三浦守
第2小法廷岡村和美

第2小法廷|草野耕一草野耕一

三浦守

草野耕一

三浦守

草野耕一

耕一

第2小法廷三浦守

第2小法廷草野 覇二

第2小法廷三浦守

廷廷

三浦守

終局区分

不受理

主任鯛査官

網田圭亮

佐野文規

本條裕、

船所寛生

船所寛生

中嶌諏訪

中嶌諏訪

能登謙太郎

中嶌諏訪

中嶌諏訪

中嶌諏訪

前田志織

神谷厚毅

松永智史

佐野文規

熊谷大輔

備考 上告受 憲法少数
一

□□

□□

同 r司

□｜□

□；□

事件番号 被上告人 理 終局日

R4．5．12

上告人

号
号
号
号
号
罎
程
程
壜
娼
喝
得

６
９
２
６
４
０
５
５
８
８
９
０

３
５
６
８
２
９
５
９
２
６
０
５

評
罫
誌
識
識
詞
謂
詞
討
議
詞
翠

；
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
Ｊ
１

侵
侵
侵
侵
一
雫
》
》
雫
》
》
》
》

》
》
》
》
一
隷
謡
隷
隷
報
隷
隷
禄

R4.5.12 1不受理

□ □

不受理R4．5．12

不受理

不受理

R4．5．12

R4．5．12 □ □

不受理

不受理

不受理不受理

R4．5．13

R4．5．13

R4．5．13R4．5．13

□
｜
□
｜
□□

□
｜
□
｜
□

I
÷一

一

不受理

不受理

不受理

不受理

R4･5．13

R4．5．13

R4．5．13

R4．5．13

｜
ロ
｜
口
一
□
：
□

ト

□
｜
□

□
｜
□

号
喝
唱
唱

４

７

４

０

６
２
３
４

第
第
第
第

；
ｊ
ｊ
ｊ

受
受
受
受

く
く
く
一
く

年
年
年
一
年

４
４
４
４

〈
両
く
わ
《
下
一
〈
や

不受理

不受理

R4．5．13

R4･5．13

R4．5．13

R4．5"13

R4．5．13

R4．5．13

R4．5．13

|□□
｜□□
□□
ー

□□

□□
レ

｜□□

| ､□□

□□

|印西市
不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

ロ
言
巨
ぢ

巨写

９
２
３

１
２
２

４
４
４

第
第
第

〕
７
Ｊ

受
受
受

く
く
く

年
年
年

４
４
４

《
祠
今
わ
く
わ

佐野文規

松永智史

松永智史

’一藤哲志令4年(受)第424号 不受理R4．5．13 □ ■

鷹野旭 令4年(受)第472号 不受理

不受理・

不受理

R4．5．13

R4．5．13

R4口_5．13

R4．5．13

R4．5．13

□
｜
□

□
｜
□
｜
□

団

口
旦
□
｜
口

□
｜
□堀内元城

前田志織

船所寛生

令4年(受)第481号

》

》

第
第
〕
ｊ
受
受

く

く

年
年

隷

制

廷

法
法
法

小
小
小

２
２
３

第
第
第

不受理

不受理号
碍

受
受
く
く

ｊ
ｊ
第
第
３
６
０
６

５
１

｜
》
》

神谷厚毅

字賀克也 |中罵諏訪
長嶺安政． ｜中嶌諏訪

宇賀克也 不受理R4｡5・1751 □ ■

52第3小法廷 令3年(受)第1878号 R4.5.17 1不受理 □｜□

国

世田谷区児童相談所長



日付：令和4年6月29日

ページ: 3/7
既済事件一覧表 集計期間 令和4年5月1日～ 令和4年5月31日

番号 法廷 主任裁判官‘主任鯛査官
53第3小法廷渡邉恵理子本條裕

54第3小法廷宇賀克也 |能登謙太郎
55第3小法廷宇賀克也 高橋祐婁高橋祐喜宇賀克也第3小法廷

考 上告受理終局日

|R4．5･17
|1R4･5.17

憲法少数

□ □

□□

事件番号 備 終局区分

不受理

上告人 被上告人

令3年(受)第1990号

号弘
号
０
９
２
３
第
第
〕
ｊ
受
受
く
く
年
年
３
４

今
わ
く
わ

不受理

不受理R4‐5＝17 ■ □

林道晴 I宮端謙一 令4年(受)第90号

令4年(受)第178号

令4年(受)第194号

令4年(受)第265号

令4年(受)第305号

令4年(受)第306号
一二－

令4年(受)第333号

令4年(受)第354号

令4年(受)第405号

令4年(受)第426号

令4年(受)第434号

第3小法廷

娃

不受理打
打
打
打
何
一
一

■
■
■
■

■

恥
恥
諦
恥
口
恥

廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷

韮
》
蝿
搾
蛎
娠
》
準
》
》
》

搾

第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第

Ｉゞ

ｌ

６
７
８
９
０
１
２

３
４
５
６

７

５
５
５
５
６
６
６

６
６
６
６
６

第3小法廷

第3小法廷

□｜□
□□

□

戸倉三郎能登謙太郎

宇賀克也野中伸子

不受理

不受理

不受理

不受理

□
｜
□

□
↓
□宇賀克也 ｜松永智史

宇賀克也野中伸子

宇賀克也野中伸子

渡邊惠理子|松永智史
戸倉三郎 ｜網田圭亮

□l□
不受理

不受理

R4．5．17

R4．5．17

□
｜
□

ロ
ー
□

R4･5･17 1不受理
R4･5.17 1不晏理不受理

□｜□

戸倉三郎中嶌諏訪 □ l l■

|戸倉三郎和田山弘剛
第3小法廷|林道晴 本條裕
第3小法廷|戸倉三郎佐藤政達

． I

L－ …-----…

第3小法廷長嶺安政際野旭

廷

不受理

不受理

R4.5.-17

R4．5．17

R4u.5．17

峠□□
+・

｛□□

！□□

－ず－’

□ □
” ←三一二.

且L旦一
|□｜□

口一口

□令4年(受)第547号 不受理

不受理

不受理

不受理

号
号
２
２
６
９
５
５
第
第
〕
ｊ
受
受
年
年
４
４

《
わ
《
祠規

旭
文
野
野
應
佐

R4．5．17

R4．5L17

R4．5．17

R4．5．17

R4．5．17

R4．5．19

R4．5．19

R4．5．19

R4．5． 19

R4･5． 19

R4･5．19

廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷

法
法
法
法
法
法
法
法
法
法
法

Ⅱ
』
１
Ｊ
１
Ｊ
Ｉ
ｊ
Ｉ
ｊ
Ｉ
ｊ
－
Ｊ
１
Ｊ
１
１
Ｉ
ｊ
１
１

、
、
、
１
、
、
、
、
、
、
、

Ｉ
．
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ

３
３
３
３
３
１
１
１
１
１
１

第
第
第
↑
第
第
第
第
第
第
第
第

鯛
的
加
荊
一
泥
沼
刈
乃
花
刀
氾

一
，
’
’
’
’
’
一

宇賀克也佐

渡邉惠理子佐

渡邊恵理子佐佐

国

野文規令4年(受)第606号 ’
野文規 ｜令4年(受)第607号 不受理

不受理

坦
一
□

□
｜
□号

搗
罎

第
第
第

６
１
１

１
７
７

８
．
４
４

勤
勤
一
釣

く
く
く

》

》

》

庭野旭

前田志織

前田志織

長嶺安政

深山卓也

深山卓也

一一一壷一・一一一一一一一

DD不受理

その他

不受理

□
｜
□

□
□鵺

一
幅

９
９
第
第

ｊ

ｊ

受
受

く

ｌ年

誘

苓３

堺徹 能登謙太郎

山口厚 ｜能登謙太郎

岡正晶 ｜高橋祐喜

不受理 □
□
□

□
□
□

号
得

３
１
第
第
；
ｊ
受
受

く
・
く

年
年

一
謝
謝

不受理
一

不受理岡正晶 ｜高橋祐喜
’



日付： 令和4年6月29日

ページ： ． 4/7
既済事件一覧表 集計期間 令和4年5月1日～ 令和4年5月31日

法廷 主任裁判官

第1小法廷堺徹

主任飼査官

神谷厚毅

川崎直也

一藤哲志

考 上告

号
氾
抑
１
２
３
４
５

」
８
一
理
一
“
一
部

妬
恥
印
一
卵
的
一
卯
馴
９
９
９
９
卵
卯
兜
”
、
一
心
岬
一
畑

番 備事件番号 受理終局日

|R4．5．19

終局区分

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

憲法少数

□□｜

□□｜
□□'｜
□□

□□

□□

□□－，
□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□

□□’

口崔□ロ□
□｜｜■

上告人 被上告人
巨
看
ロ
呑
口
言

６
４
３

４

５

６

５
２
９

第
第
第

；
ｊ
ｊ

受
受
受

頃

罫

銅

４
４
４

《
わ
《
而
一
《
わ

第1小法廷岡正晶 R495o19

第1小法廷山口厚 R4．5．19

R4．5．20

R4．5?20

R495．20

R4．5．20

R4．5．20

R4．5．20

R4.｡5･20

R4．5･20

R4o5o20

R4･5620

R4．5．20

R4．5．20

R4．5･20

００２２■■
５５ｐ■

４４ＲＲ

R4.｡5･20

R4．5･20

R4．5．20

R4．5．20

第2小法廷岡村和美

第2小法廷i三浦守

宰
雰
一
読
一
龍

癖
一
癖
一
種
一
禧

号
号
号
号
号
号
号
号

第
第
第
第
第
第
第
第
第
一
第
第
第
第
第
第

；
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
７

１
１
１
１
１
１
１
２
５
－
５
７
１
２
２
３

羽
”
卵
沌
“
妬
鯛
叫
号
号
号
喝
唱
喝
得

５
５
７
７
８
９
９
０
１
－
８
０
０
４
９
６

》
》
》
》
》
》
》
》
｜
》
一
》
》
》
》
》
謡

愛知県知県

第2小法廷岡村和美

第2小法廷i岡村和美

第2小法廷!三浦守

第2小法廷岡村和美

能登謙太郎

鷹野旭 ，

不受理

不受理三重県｜ ■■■
第2小法廷 |岡村和美

1

第2小法廷岡村和美

能登謙太郎

高橋祐喜

不受理

不受理不受理

不受理第2小法廷草野耕一

第2小法廷|草野耕一

前田志織

堀内元城 不受理

三浦守

菅野博之

前田志織

一藤哲志

第2小法廷

第2小法廷

不受理

不受理

第2小法廷岡村和美 ｜神谷厚毅 理
理
受
受
不
不

０
０
２
２

５
５

４
４
Ｒ
ＲR4．5．20

□
｜
□

■’

第2小法廷|菅野博之 ｜前田志織 ■

堀内元城第2小法廷｜三浦守 不受理R4．5．20 □■

藷
一
蹄
↑
｜
耐

睦
毒
一
罎

亮
謁
華

令4年(受)第440号第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

認
一
轤
一
蹄

口
一
□

□
｜
□

不受理

不受理

R4o5o20
－

R4･5．20画
言
巨
万

９
９
６
０
４
６
第
第
〕
ｊ
受
受
く
く
年
年
需
隷 不受理R4．5．20 □｜□

第3小法廷|長嶺安政 |中罵諏訪令3年(受)¥2008号長嶺安政 |中罵諏訪令3年(受)¥2008号
不受理R4．5．24 □｜□

R4．5．24

R4．5．24

林道晴 ｜船所寛生令4隼壁)第56号林道晴 ｜船所寛生令4隼壁)第56号廷
廷
廷

法
法
法

小
小
小

３
３
３

第
第
第

不受理

不受理

■l 1m

号
唱
１
８
８
１
第
第
；
ｊ
受
受
く
く
年
年
４
４

今
わ
く
祠

号
唱

唱

１
８
０

８
１
２

第
第
第

；
ｊ
ｊ

受
受
受

く
く
く

年
年
年

４
４
４

今
わ
く
祠
〈
わ

麺

錘

嶺

嶺

長

長

長嶺安政前田志織

長嶺安政 ’一藤哲志

祀一霧

霊識

一鞭 一裕

□｜□
I

□□

Ⅱ

佐久穂町 不受理R4．5．24

I

104第3小法廷 戸倉三郎 不受理R4･5．24 □｜□



日付：令和4年6月29日

ページ： 5/7
既済事件一覧表 集計期間 令和4年5月1日．～ 令和4年5月31日

番号 法廷 主任裁判官主任圏査官 事件番号 考 終局区分 憲法ゞ少数

不受理 口言□｜
不受理一一一 □‐□

不受理 □□

不受理 □□

不受理 □□

不受理 百百
不受理 □□

不受理 □□

ー一一 －

□｜□

不受理

不受理

上告人 被上告人 備 上告受理終局日

10，第3小法廷|渡邊恵理子|-藤哲志令4年(受)¥293号
106第3小法廷|林道晴 中嶌諏訪 ｜令4年(受)第347号中嶌諏訪

第

R4･5．24 不受理 □

R4｡5･24 不受理 □．

R4.5.24 不受理 □佐野文規

規

第

亘
言
亘
言

受
受
ｊ
ｊ

ｌ
く

３
４
４
４
７
７
．

》
｜
》 第》

第
第
一
第

号

号

号

号

ｊ
１
ｊ
勇

糾

妬

幻

幻

７．

２

６

９

》
｜
》
一
》

号
号

107第3小法廷戸倉三郎

108第3小法廷林道晴

109第3小法廷長嶺安政

110第3小法廷林道晴

規
也
織

文
文
直
志

野
野
崎
田

佐
佐
川
前

R4．5･24 1不受理
R4･5･24 1不受理

号
号

７
７
５
８

６

９

４

５

酔
一
雫
準
一
率

今
祠
云
祠
二
Ｔ
く
わ

受
一銅
一
事
軍
年

４
４
４
４

一
一
一
一 ４

４
４

２
２
２

■
■
■

５
５
５

■
■
■

４
４
４

Ｒ
Ｒ
Ｒ

111－第3小法廷戸倉三郎 川崎直也

112第3小法廷渡邉惠理子船所寛生

113第3小法廷戸倉三郎本條裕第3小法廷|戸倉三郎本條裕 ロ
言
巨
石

９
８
８
９
５
５
第
第
〕
ｊ
受
受
く
ｌ
年
年
４
４
令
令

不受理R4･5．24 □ ■

114第3小法廷 林道晴 ！熊谷大輔 不受理R4･5･24 □ □

一
口
口
口
一
□
□
一
□

「

可

一

一
口
一
口
一
□

115第3小法廷 宇賀克也前田志織

116第3小法廷長嶺安政船所寛生

号
号
号
号
号
号
瑁
号

号

受
受
受
受
受
受
受
受
受

第
第
第
第
第
第
第
第

第

Ｉ
Ｉ
く
く
く
く
Ｉ
く

く

；
ｊ
ｊ
７
Ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

６
６
６
．
６
１
３
１
１
．
３

銅
調
印
加
乃
調
氾
窕

”

》
》
》
》
｜
》
》
》
》
｜
》

不受理

不受理

不受理

不受理

R4･5・24

R4．5．24

R4．5･24

R4．5．24

117第3小法廷渡邉惠理子佐野

118第3小法廷林道晴 ，川崎

119第1小法廷山口厚 佐野

'20 1第1小法廷堺徹 堀内

121第1小法廷堺徹 中嶌

｜中嶌122第1小法廷堺徹

123第1小法廷|深山卓也 ’一藤

蝿
一
趣
一
率
一
誌

R4･5･25- |申立取下げ

R4．5･25 訴え取下げ

□
｜
ロ
ー
□

且０日？０４－

』

口
一
□
｜
□諏訪 R4･5･26 不受理

霜
一
霊

R4･5･26 1不受理

R4.5.26 不受理

R4．5．26 不受理

R4..5.26 不受理

R4．5．26 不受理

R4．5･26 不受理

R4･5･2@ |不受理
R4･5P26 不受理

□
□
口
一
□

□
□
□
｜
□

第1小法廷|堺徹 能登謙太郎令4年(受)第406号
第1小法廷山口厚 一藤哲志令4年(受)第425号

124

５
６
２
２

１
１

！

号
号
号

０

．

５

７

８
７
７

評

識

評

〕
ｊ
ｊ

受
受
受

く
ｌ
く

年
年
年

４
４
４

今
わ
く
祠
《
わ

廷
廷
法
法
小
小

１
１
第
第

６
７
２
２

１
１

安浪亮介

深山卓也

安浪亮介

堺徹

野中伸子

川崎直也

佐藤政達

川崎直也

ロ
ー
□

□
一
口
一

□
口
一
口

□

一
口
一

逢査区1 l ;
廷
廷
法
法
小
小

１
１
第
第

８
９
２
２

１
１ 令4年(受)第725号

国

神戸市

吐田谷区



日付：令和4年6月29日

ページ： 6/7
既済事件一覧表 集計期間 令和4年5月1日～ 令和4年5月31日

番号 法廷 主任裁判官主拝畑杏官 事件番号 備考 上告受理終局日披上告人

，
ｒ
Ｉ
ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
。

ｌｆ０ｌ０

１１１

鍾
□
□
□
□
□
｜
□

霧
□
□
□
□
｜
口
一
□

分区
、

局終
理
理
理
理
理
理

受
受
受
受
受
受

不
不
不
不
不
不

理
理
受
受
不
不

□
｜
□■
二
■

上告人

1301第2小法廷三浦守 ｜中嶌諏訪令3年(受)第1742号 ７
７
２
２

５
５

４
４
Ｒ
Ｒ’ 第2小法廷岡村和美堀内元城

第2小法廷岡村箱薑－ 1宮端謙二

巨
言４Ｍ
国
弓

２
１
第
第

ｊ

ｌ

受
受

く

く

年
年

３

４

今
わ
く
わ

131

132

133

134

135

136

137

138

R4．5．27

R4．5．27

R4．5．27

R4．5．27

第2小法廷岡村和美

第2小法廷岡村和美

第2小法廷草野耕一

能登謙太郎

高橋祐喜

船所寛生

号
号
鍔

５
３
３

１
７
１

第
第
第

』
１
Ｊ

受
受
受

く
く
く

年
年
年

４

４

４

〈
祠

《

和

琴

洞 |国
三浦守 ｜山本拓 令4年(受)第207号第2小法廷 不受理

不受理

理

R4．5．27 □ 口

理

受
受
不
不

７
７
２
２

５
５

４
４
Ｒ
Ｒ

第2小法廷'三浦守 ｜吉野俊太郎令4年(受)第256号
第2小法廷|草野耕一 ｜吉野俊太郎令4年(受)第335号

□
｜
□

町
一
卸

之
美
博
和
守

野
村
浦

菅
岡
三

廷
廷
廷

法
法
法

小
小
小

２
２
２

第
第
第

９
０
１

３
４
４

１
１
１ 廷

神谷厚毅

本條裕

森田亮

媚
》
｜
》
》

第
第
第
第

受
受
受
受

く
く

く
く

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

》
｜
》

》

》

不受理

不受理

不受理

R4．5b27

R4．5．27

□ □

□｜□

廷

法
法
小
小
２
２
第
第

１
２
４
４

１
１

７
７
７

２
２
２

■
●
■

５
５
５

■
■
■

４
４
４

Ｒ
Ｒ
Ｒ

□｜□

口

一

□

草野耕一 ｜神谷厚毅
一L

草野耕一 ｜吉野俊太郎

不受理

不受理

□
｜
□廷

廷
廷
廷
廷
廷
廷

法
法
法
法
法
法
法

Ｉ
１
１
１
１
１
１

、
１
１
、
、
、
、

ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ

２
２
２
２
２
２
２

第
第
第
第
第
第
第

令4年(受)第501号143

144

145

146

147

148

149

福管町菅野博之 山本拓

岡村和美佐野文規

令4年(受)第559号 不受理

不受理

R4．5．27

R4．5．27

□｜□

□□準

》

潭
湧

受
一
受

く

く

年
年
４
４

今
祠
《
わ和美 川崎直也

和美本條裕

耕一 中嶌諏訪

博之鷹野旭

恵理子中嶌諏訪

惠理子中嶌諏訪

耐
一
蹄
一
筆
｜
蕾
一
躍
一
窪

R4.5.27 1不受理

亘
言
巨
言

７
４
９
１
５
６
第
第
；
ｊ
受
受
く
く
年
年
４
４

〈
祠
《
わ

不受理
+一一一一一一

不受理

ﾈ受理
不受理
一

その他

不受理

R4．5q27

R4･5．27

R4．5．27

R4．5．31

R4．5．31

□□

□
□
‐
一
口
ロ
ロ
ロ
｜
口
可
一

□
ロ
ー
□
｜
□
□
□
□

口
一

■

□

口
画

令4年(受)第625号

１
１

巨
言
巨
言

５
６

１
１
５
５
第
第
〕
ｊ
受
受

ｌ

ｌ

年
年
３
３

今
詞
‐
今
祠

牛久市150第3小法廷

151 1第3小法廷 牛久市

152 1第3小法廷 長嶺安政 ｜野中伸子 ｜令3年(受)第1704号 R4．5‐31

第3小法廷長嶺安政野中伸子

第3小法廷渡邉惠理子本條裕

第3小法廷林道晴 佐野文規

号
号
号

９

３

９

９
４
７

７
９
９

１
１
１

第
第
第

；
ｊ
ｊ

受
受
受

く
く
Ｉ

》
》
》
’

不受理

不受理

不受理

153

154

155

R4．5．31

R4‐5．31

R4．5．31



日付：令和4年6月29日

ページ： 7/7
既済事件一覧表 集計期間 令和4年5月1日～ 令和4年5月31日

番号 法廷 主任裁判官主任鯛査官 事件番号 備考 上告受理終局日 終局区分柚上告人 墾

□

口

且

口

面

面

□

｜

□

□
｜
□
ロ
ー
□
｜
ロ
ー
□
｜
□

群
一
□
□
□
｜
口
一
□
｜
□
｜
□
｜
口
一
口

□
□
｜
□
｜
□
｜
ロ
｜
□

■
｜
□

■’

□
｜
□

□
｜
□

口
一
□

上告人

第3小法廷渡邊恵理子

第3小法廷|林道晴第3小法廷

石田明彦 令4年(受)第49号 R4･5･31 1不受理156

吉野俊太郎

能登謙太郎
号
号
号
号
号
号

２
４
１
９
６
２

２
３
５
３
５
６

１
１
１
２
３
３

第
第
第
第
第
第

；
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

侵
侵
侵
侵
侵
震

》
｜
》
》
｜
》
ゞ
犀
扉

R4．5．31 不受理

R4･5.31 不受理R4．5．31第3小法廷

157

158

－

目
渡邉恵理子

鱈
一
癖
一
窪
一
蕾

長嶺安政

戸倉三郎

宇賀克也

林道晴

渡邉惠理子

戸倉三郎

文規

智史

謙太郎

俊太郎

第3小法廷 不受理

不受理

不受理

R4．5．31

R4．5．31

R4．5．31

R4．5．31

R4．5．31

159

第3小法廷

第3小法廷

価
一
価
一
煙
一
咽

第3小法廷

第3小法廷

不受理

不受理

不受理

麺
轤
一
蕾
一
轆
一
輌

順
一
薙

郎

訪
太
・
織
也

亮
諏
俊
裕
志
直
裕

号
号
号
号
号
号
号
号
号
号
号

３
４
５
５
０
１
３
１
０
８
０

０
９
１
３
０
０
０
．
４
９
９
２

４
４
．
５
５
６
６
６
６
６
６
７

第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第

〕
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
７
Ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

受
受
受
受
受
受
受
受
受
受
受

く
ｌ
く
く
く
く
く
く
く
く
く

年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年

４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４

今
祠
今
わ
く
祠
今
祠
〈
祠
《
わ
《
祠
〈
祠
今
祠
今
祠
↑
｜
《
祠

第3小法廷

第3小法廷

R4．5．31

R4．5P31

164

165 戸倉三郎

戸倉三郎

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理
串

第3小法廷

第3小法廷

R4･5･31

R4．5．31

R4．5．31

R4．5．31

R4．5．31

R4．5．31

価
一
価
一
価
価
一
ｍ
｜
ｍ
｜
煙
一
栩

子理
郎
恵
三
晴

邉
倉
道

渡
戸
林

国立大学法人九州大学

第3小法廷

第3小法廷

林道晴

林道晴

鷹野旭

高橋祐喜

廷
廷
廷
廷

法
法
法
：
法

小
小
小
小

３
３
３
３

第
第
第
第

ロ
ー
□

口
一
□長嶺安政野中伸子

宇賀克也 ｜船所寛生

馴

馴

恥

一
恥５ □｜□


